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三田五丁目西地区の地権者の皆さま、 

 

2021年 3月 26日 

再開発勉強会有志 

【かわら版第 4号】 

「同意書」について調べてみた！  
 

先日の住民説明会で配られた資料の中に「同意書」のサンプル

がありました。（添付をご覧下さい） 

しかしこの同意書、何だかヘンです。単に「都市計画の手続きに

同意する」としか書いていない。同意した後に私たちの「資産」と

将来の「生活再建」が具体的にどうなるのかが全くわからない。 

詳細は後日決めるから取りあえずは「同意書」にハンコを押して

ほしいと言うことなのか？それはどう考えても無理な話です。 

 

調べたところ、同意書が一定数集まると「都市計画決定」と言う

法律が施行され、私たちの土地建物には建築規制など一定の

制限が加えられ、資産価値が減少してしまう由。そうであれば、

なおさら私たちの「資産」（＝具体的な評価額）と「将来の生活再

建」（＝新居で貰える坪数、維持管理費の額、等）の詳細が住友

社印付きで確約されない限り「同意書」にハンコを押すわけには

行かないのでは？それが不動産取引の基本だと考えます。 

 

幸い、配られた資料には「同意書（例）」とありますし、更に「現時

点での想定であり、確定したものではありません」との記載もあ

ります。 「同意書」の最終案を見てから判断したいものです。 

(世話役：佐々木光子 h7835575@yahoo.co.jp)         〆  
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【添付】    説明会で提示された「同意書（例）」 

 
＜この内容では地権者側に不利であると考えられる＞ 

 
準備組合は法人格すら有しない任意団体。 

「業歴」も「信用」も「賠償責任能力」もない。             日付は必ず記入要。 

このような団体に果たして私たちの大切な資産を        理由は後日説明します 

託してしまって良いのか？ 

 

 

都市計画に同意すると言う、たった 3行の文章のみ。 

        これでは資産を無条件で事業者へ差し出す「白紙委任状」？ 

        「資産」や「生活再建」についての確約を得てから同意すべき。 

  


